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上記審査請求人から平成23年３月23日付けで提起の生活保護法（昭和２５
年法律第144号。以下『法」という。）に基づく平成23年２月24日付け生活保
護費返還額決定処分（以下「本件処分」という。）に対する審査請求につい
て、次のとおり裁決します。
主 文 ‘
本件処分を取り消す。
理由
１審査請求‘の要旨
・審査請求人（以下「請求人」というb)は、京都市中京福祉事務所長
（以下「処分庁」という。）が行った本件処分に対し、次の理由により
処分の取消しを求める。，．（理由）
。，請求火は老齢基礎厚生年金の遡及支給を受けたことにより保護費の返

議溌三総農ニテと醤蓼菫安灘雛皇菫震職繼壽鑛扇
については、返還請求額から控除すべきである。よって、保護費全額を
返還すべきとする処分庁が行った本件処分は､違法又は不当であるから、
取 り 消 さ れ る べ き で あ る ｂ ′ 、
２処分庁の弁明の要旨
（１）事実の経緯
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）事実の経緯
ア平成13年10月9.日、処分庁は､､請求人の保護を開始した。､
イ平成22年８月１６日、処分庁は、請求人から、次のことについて報
告を受けた。
（ア）中京年金事務所において年金の裁定請求を行ったこと。．、
観灘鬘穀呈潔宮鱸謡浄蕊熱易曼込みであること･これを受けて、処分庁は、請求人に対し、年金の遡及支給があっ
た場合､遡及受給した額について、処分庁がそれ以前に支給した保
護費の範囲内で費用返還を行う義務があることを伝えた。
ウ平成22年８月２３日、処分庁は、請求人から、年金の遡及支給があ
ればエアコン等を購入したいとの要望を聴き、請求人に対し、･見積
書の提出を受けた上で、返還請求額からの控除可否について検討す
ることを伝えた。・ｴし¥察碧罫曇期見繕羅由蕊＃激､熱塞職諭胃
と高額であったため.、再度見積書を提出するように指導した｡

オ平成22年10月２１日、処分庁は、請求人から､:年金振込通知書（平・
擬製羅纈灘勝吾)｢鑪圭簾詠う瀞全望雑費雷
返還の対象となるため、費消しないよう指示した。

力平成22年10月２８日、処分庁は、請求人から、遡及年金の法上の取
扱いについても次のとおり改めて説明を行った。
（ア)電化製品等の購入に係る費用は、返還請求額から控除を検討で
きるので、必要額の分かる見積書を提出すること。

（イ）本年９月17日提出の見積書は高額であるため控除は認められな
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扱いについても次のとおり収めて説明をT丁つた。
（ア)電化製品等の購入に係る費用は、返還請求額から控除を検討で
きるので、必要額の分かる見積書を提出すること。

（イ）本年９月17日提出の見積書は高額であるため控除は認められな' . V , b .
（ウ）処分庁が承認した物品を購入した後、遡及年金の残額相当額に
ついては、一括で費用返還を行うこと。、

キ．平成22年11月５日、処分庁は、請求人から、次の領収書の写しを
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、受理した。
（ア）電化製品等の購入に係る領収書369,335円
（イ）墓地及び墓石の立替代金2,000,000円（領収者は「宗教法人代表、役員｣である長男）
これを受けて、処分庁ばく請求人に対し、処分庁が提出を指示し

たのは見積書であり領収書ではないこと及び当該領収書に基づく返
還請求額からの控除可否については検討の上連絡することを伝えた。
ク平成22年12月２１日、処分庁は、所内会議により、請求人が受給し‘た遡及年金相当額については全額を費用返還の対象とし、返還請求
額からの控除は認めない方針を確認した。処分庁は､請求人に対し、
この方針を伝えたが、請求人は遡及年金全額を借金返済等のために
消費してしまったと申し立てた｡、
ケ平成22年12月２２日、処分庁は、請求人に対し、遡及年金相当額
3,952,742円については一括返還してもらう必要があること、今後､
時効特例分の年金支給があった場合は､遡及年金相当額は返還する
ことを伝え、請求人から一応の了承を得た。

．平成23年１月２１日、処分庁は、中京年金事務所から、請求人の年
金について､平成23年２月１５日に時効特例分6,925,357円（以下「時
効特例分」という。）が振り込まれることを確認した。
これを受けて、処分庁は、請求人世帯の保護について、時効特例

年金により最低生活費の維持が可能になったものと認定し、同年２
月１日付けで請求人世帯の保護を廃止する決定を行った。

サ平成23年２月１８日、処分庁は､請求人に対し、法第63条の規定に
より、過払いとなった保護費3,952,742円の返還を求めることを決
定し、同月２４日、本件処分に係る決定通知書を交付したｂ

)弁明の内容
ア本件審査請求の趣旨は、本件処分における返還請求額について、
洗濯機､冷蔵庫､テレビ、ダンス、肌着並びに亡妻の墓地及び墓石の購入に要した費用の控除を認めてほしい、との趣旨であると考え
る。

イ法第63条は、資力がありながら保護を受給した場合の費用返還義
務について規定しており、その額は、全額を返還額とすることが当
該世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場合については、
被保護者の状況を把握している保護の実施機関が裁量により定め得
るものと解されている。
ウそして､'返還から控除を認める額は、保護の基準及び程度の原則
について規定している法第８条第２項の趣旨から、当該世帯の自立
更生のためのやむを得ない用途に当てられたものであって､地域住
民との均衡を考慮し、社会通念上容認される額に限るべきもの'と考
えられる｡そのため、いわゆる浪費した額、贈与等により当該世帯
以外のためにあてられた額及び保有が容認されない物品等の購入の
ためにあてられた額は、返還請求額からの控除を認めるべきではな
し、． ◎

エ本件において、処分庁は、請求人に対し、処分庁が事前に購入を
認めた物品に係る費用については返還請求額から控除を認める方針
を伝えており、購入したい物品.等の見積書を提出するように指導し
てきた。
それにもかかわらず、請求人は､処分庁の承認を得ることなく自

身の判断で電化製品等の購入並びに墓地及び墓石の立替に係る費用
を支払い､:事後に領収書を提出し、返還請求額から控除を認めてほ
しい旨を主張している。
しかし、上記の経過から控除を認めるかどうかの検討ができず、

処分庁が承認を与えていない中、請求人から購入後に申請された電
化製品等の購入等に係る費用について、本件処分における返還請求
額から控除を認めることは適当でない。

オまた、請求人が長男に支払った墓地及び墓石立替代金2,000,000円
は、金額が多額である点からも、支払先が扶養義務者である点から
、も、地域住民との均衡を失し、社会通念上容認できるものとは言い
難い。

(２）



力・以上から、処分庁はく原則に従って支給した保護金品の全額を返
還請求したものであ.り、本件処分は適法かつ適正に行われたもので
あるため､､行政不服審査法第40条第２項の規定に基づき、本件審査
請求を棄却する、・との裁決を求める。

弓,講霊銚睾謡妻言に振り込まれた遡及年金について､処分庁から費
用返還の対象となること及び費消しないようにとの指示はなく､電化・製品等の購入後に指示を受けた。

（２）平成22年10月28日､､遡及年金の法上の取扱いについて、処分庁の説
明は聞いたものの、納得できない｡控除後の残額返還については応じ
る。ただし、.分割返還を希望する。、

（３）平成22年11月５日、請求人は、電化製品等の購入代金並びに墓地及
び墓石の立替代金の領収書の写しを処分庁に提出した。今回の転居は、．、旧宅で転倒し、当該住居での生活に支障があったため､やむ.を得ない
．ものである。従前使用していた家具は旧宅の家主が貸していてくれた
も.のであるから､転居に当たり、全てを返却して、新たに家具をそろ
える必要があった。

（４）平成22年12月２１日に、請求人が遡及年金全額を既に消費したとの申
し立てをしたとあるが、請求人は、全額を費消しておらず、1,000,000

．円程度残っている。
（５）平成22年12月22日において、請求人は、処分庁から遡及年金の返還
に関する説明を受けたが、これにつき、了承はしていない。

（６）処分庁は、事前に購入を認めた物品に係る費用については控除を認．、める方針を伝えてお.り、購入したい物品等の見積書を提出するように
指導してきたとあるが、処分庁から事前の指示はなかった。．

（７）墓地及び墓石の代金は､通常、8,000,.000円から10,000,000円程度‘・必要であり:、本件の2,000,000円という金額は安価である。また、費
用立替者が扶養義務者たる長男であるという理由で返還請求額から控
除できなし､のは不当である。宗教法人法に基づき長男への立替金返済・は控除するべきである。
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４処分庁の再弁明の要旨・（'凝議驍壼朧曾王ゐ襄蕊禁字豐泥臺羅認薙鵠皇差
．受けたと.するが、弁明のとおり指示している。また、物品購入後も遡
及年金の返還につい､て説明は受けたものの、了承はしていないとする
が、弁明のとおり説明を行い、了承を得ている。

（２）請求人は物品の購入前に、購入したい物品等の見積書を提出して、．事前承認を受けるようにとの指導を物品購入前に受けて.なかったとま
るが、弁明のとおり、物品購入前に説明している。

（３）墓地及び墓石等の購入については、弁明書の．とおり控除を認めるこ．とはできない。

５審査庁の認定事実及び判断
（１）認定事実…
ア平成13年10月９日、処分庁は、請求人の保護を開始した。
イ，平成22年８月16日、処分庁は、請求人から、中京年金事務所にお
いて年金の裁定請求を行い、同年10月以降、年額740,800円の年金が
讓更差讓騨鰯謀黙禦懲産噛髪結響薑鷆費
の範囲内で費用返還を行う義務があることを伝えた。
ウ平成22年８月２３日、処分庁は、請求人から、年金の遡及支給があ
れぱエアコン等を購入したいとの要望を聴き、請求人に対し、見積
書の提出を受けた上で、控除について検討する旨を伝えた。・エ平成22年９月１７日、処分庁は、･請求人から、見積書の提出を受け
たが、高額であったため、見積書を再提出するように指導した｡

オ平成22年10月21日、処分庁は、請求人が平成22年10月に3,952,742.円を受領したことを確認したため、遡及年金相当額を費消しないよ

０
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う請求人に指示するとともに、同月28日も請求人に対して、適正･な
金額の電化製品等の購入に係る費用は､返還請求額からの控除を検、討できるので、必要額の分かる見積書を再提出し、処分庁が承認し
た物品を購入した後に、遡及年金の残額相当額について､一括で費
用返還することを改めて説明した｡力金瀞繍濃繊鐙纏話蕊鶴見60諦晉鑪纒鵠
しを受理した。
これを受けて、処分庁は､請求人に対し、購入事後の領収書によ

る報告であったことから､当該領収書に基づく返還請求額からの控
除可否については検討の上連絡する;ことを伝えた。
キ平成22年12月２１日、処分庁は、請求人が受給.した遡及年金相当額
について、その全額を費用返還の対象とし､当該領収書に基づく返
還請求額からの控除は認めない方針を請求人に伝えた。しかし、請
求人が遡及年金全額を借金返済等のために消費してしまったと申し
立てたので、その翌日、処分庁は、請求人に対し、遡及年金相当額
3,952,742円については一括返還してもらう必要があること、今後、
時効特例分の年金支給があった場合は､遡及年金相当額は返還する
ことを伝えた。、

ク平成23年１月２１日、処分庁は、中京年金事務所から、請求人の年
金について、平成23年２月１５日に時効特例分6,925,357円が振り.込ま
れることを確認し、請求人世帯の保護について、最低生活費の維持
が可能になったもの:と認定し､同年２月１日付けで請求人世帯の保
護を廃止する決定を行った。
ケ平成23年２月18日、竃処分庁は、請求人に対し、法第63条の規定に
より、過払いとなった保護費3,952,742円の返還を求めることを決定
し、同月２４日、本件処分に係る決定通知書を交付した。．

( 2 ) 審 査 庁 の 判 断 ・
ア法第63条によれば､「被保護者が、急迫の場合等において資力が
あるにもかかわらず、保護を受けたときば、保護に要する費用を支
弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに､その受けた保護
金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を
返還しなければならない｡｣と規定されている6また､その返還額
の決定につ.いては、「生活保護行政を適正に運営するための手引きに墓鶏憾蕊瞬僻日篭擢饒騨呼爵琴畔齢
､の１の（２）において､‘・｢原則として当該資力を限度として支給し
た保護金品の全額を返還額とすべきであるが志こうした取扱いを行
うことが当該世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場合

・耀塁臺為蕊震溝霊塞奎蕊驚懸純欝塁零隻蕊や

ー

イ

０



０

ウまた、法第63条にいう「実施機関の定める額」の決定については、「そのような決定を適当とする事情を具体的かつ明確にした上で実
施機関の意思決定として行う」（生活保護手帳別冊問答集2010の問
１３の５の答（３））とされていることから、返還額の決定をする際
に、必要な検討を行えばよいものと解され、物品の購入後に領収書
の提出を受けて検討を行うことも十分可能であるといえる。

エ以上のことから、本件において、処分庁は自立更生控除の検討を
行うこ･とができたのであっても物品購入に係る処分庁の事前承認が
．ないことは、控除を認めないとする合理的な理由とならない。

、オこれらの事情に照らして判断すると、処分庁は、･物品の購入後に
おいても、請求人の申請があるならば、その申請及び提出資料に照
らして自立更生控除の検討を行い、その認否を検討するべきであっ
たといえる｡.それにもかかわらず、処分庁は、事前の承認がないこ
とを理由として、法第63条の返還請求に係る控除を認めていない｡
よって、請求人の各支出につき、個別に自立更生控除の適否が妥

当であったかを判断するまでもなく、そもそも処分庁の控除の判断
過程に暇疵があったといえることから、処分庁の判断に基づく本件
処分は違法であ.る。
力なお、請求人は、反論要旨．（２）において、分割返還を希望する・旨主張しているが、毎月の分割納入額を決定することは、京都市の
自治事務（地方自治法（昭和22年法律第67号）第２条第８号）であ
櫻葎議醗霞i業鰯宣誓鶏鮮蕊奮蕊蕊禰壼
である。、

キ以上により、本件請求は、請求人の主張に理由があると認められ
るため、行政不服審査法第40条第３項の規定により、主文のとおり
裁決する。

平成24年５月25日
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